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下
野
市
タ
ウ
ン
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

参
加
者
募
集

下
野
市
の
誕
生
に
伴
い
、
市
内

の
公
共
施
設
の
配
置
状
況
や
道
路
、

街
並
み
、
自
然
、
歴
史
な
ど
の
状

況
に
つ
い
て
、
理
解
を
深
め
て
い

た
だ
く
た
め
に
、
市
内
の
施
設
等

を
市
有
バ
ス
で
め
ぐ
る
「
下
野
市

タ
ウ
ン
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
」
を
次
の

と
お
り
実
施
し
ま
す
。

●
日
　
時

６
月
28
日
（
水
）

【
集
合
・
乗
車
時
刻
】

石
橋
庁
舎
前
　
午
前
８
時
45
分

南
河
内
庁
舎
前

午
前
９
時
５
分

国
分
寺
庁
舎
前

午
前
９
時
25
分

※

時
間
に
遅
れ
な
い
よ
う
、
各

乗
車
場
所
に
ご
集
合
く
だ
さ
い
。

【
下
車
・
解
散
時
刻
（
予
定
）】

南
河
内
庁
舎
前

午
後
４
時
25
分

国
分
寺
庁
舎
前

午
後
４
時
45
分

石
橋
庁
舎
前
　
午
後
５
時
５
分

●
コ
ー
ス

市
内
全
域
の
主
な
公
共
施
設
を

中
心
に
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
。

●
参
加
料

無
料

※

昼
食
を
ご
希
望
の
方
は
、
申

込
み
時
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い

（
実
費
負
担
）。

●
募
集
人
員

36
名
（
先
着
順
）

●
申
し
込
み

６
月
12
日
（
月
）
か
ら
電
話
で

受
付
し
ま
す
。

※

お
一
人
で
２
名
ま
で
申
し
込

め
ま
す
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

秘
書
広
報
課
広
報
広
聴
係

1
（
40
）
５
５
５
０

下
野
市
通
学
区
域
審
議
会
の

委
員
を
公
募
し
ま
す

●
審
議
会
の
内
容

下
野
市
立
小
学
校
及
び
中
学
校

の
通
学
区
域
に
関
す
る
事
項
を
審

議
し
ま
す
。

●
委
員
の
任
期

２
年
（
た
だ
し
、
平
成
20
年

３
月
31
日
ま
で
）

●
審
議
会
開
催
回
数

年
３
回
程
度

●
報
　
酬

日
額
８，

０
０
０
円

（
た
だ
し
、会
長
９，

０
０
０
円
）

●
応
募
資
格

①
下
野
市
に
住
所
を
有
し
、
平
成

18
年
４
月
１
日
現
在
で
20
歳
以

上
の
方
（
学
生
を
除
く
）

②
下
野
市
で
設
置
す
る
他
の
審
議

会
等
の
委
員
で
な
い
こ
と

③
平
日
の
会
議
に
出
席
で
き
る
方

④
任
期
中
継
続
で
き
る
方
　

⑤
下
野
市
議
会
議
員
及
び
下
野
市

職
員
で
な
い
こ
と

●
募
集
人
数

３
名

●
応
募
方
法

教
育
委
員
会
教
育
総
務
課
窓
口
、

も
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

応
募
用
紙
を
取
得
し
て
い
た
だ
き
、

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
直
接
ご

持
参
い
た
だ
く
か
、
郵
送
・
Ｆ
Ａ

Ｘ
・
電
子
メ
ー
ル
で
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。
な
お
、
応
募
用
紙
は
返

却
い
た
し
ま
せ
ん
。

●
応
募
期
限

６
月
20
日
（
火
）

午
後
５
時
ま
で
（
必
着
）

●
選
考
結
果
等

地
域
性
を
考
慮
し
、
市
内
全
域

か
ら
選
考
し
ま
す
。
選
考
結
果
は
、

６
月
下
旬
に
応
募
者
本
人
に
通
知

し
ま
す
。

●
そ
の
他

本
審
議
会
に
は
公
募
委
員
の
他
、

市
議
会
議
員
、
自
治
会
、
校
長
の

代
表
な
ら
び
に
学
識
経
験
者
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

下
野
市
教
育
委
員
会
事
務
局

教
育
総
務
課
総
務
係（
石
橋
庁
舎
）

〒
３
２
９
‐
０
５
９
４

下
野
市
石
橋
５
５
２
‐
４

1
（
52
）
１
１
１
７
　

ﾒー ﾙ：
kyouikusoum

u
@
city.shim

otsuke.lg.jp
児童手当を受給している方は、毎年6月1日現在の状

況をお住まいの市町村に届けることになっています。
（対象者の方には現況届と返信用封筒を６月下旬にお
送りします）
届出がないと、6月以降の手当が受けられなくなり

ますのでご注意ください。
なお、窓口は混雑が予想されますので、同封の返信

用封筒をご利用ください。（郵送可）
●必要なもの
・現況届（記入押印したもの）
・国民年金以外の年金加入者の方は健康保険証の写し
（コピー）
・平成18年1月2日以降に転入された方は、前住所地の
役場が発行した平成18年度（17年分所得）の児童手
当用所得証明書
・児童と別居している受給者の方は、監護・生計同一
申立書と児童の世帯全員の住民票
●現況届受付場所
・国分寺庁舎：保険年金課給付係、市民課窓口係
・石橋庁舎　：市民課窓口係
・南河内庁舎：市民課窓口係
●問い合わせ・郵送受付先
〒329-0492 下野市小金井１１２７
保険年金課　給付係　140－5558

高齢福祉課介護保険係 152－1115問い合わせ先

児童手当の現況届 ◎訂正のお知らせ
先月号の『介護保険制度が変わります』のお知らせに

誤りがありました。訂正しお詫び申し上げます。

〈P13介護認定結果の通知〉

〈P14介護サービスの利用手続き〉

調査認定 認定調査

要介護５
要介護４
要介護３
要介護２

要介護１　要支援２
要支援１

⇒

⇒
居宅支援事務所 居宅支援事業所⇒

（誤） （正）

（誤） （正）




